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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「誠実」「進歩」「挑戦」の企業理念、コーポレート・スローガン「未来を預かる、未来を運ぶ」にもとづき、倉庫業を核として経済活動に不可
欠な公共性の高い総合物流事業を営んでおります。その事業の性格から中長期的な観点により、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に
努めております。

また、当社は、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みである
コーポレートガバナンスを適切に実践し、当社、投資家、ひいては経済全体の発展にも貢献することを目指しております。そのためのコーポレート
ガバナンスに関する当社の基本方針は、次に掲げるとおりです。

（１）株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主の実質的な平等性を確保します。

（２）当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。

（３）当社の財務情報や非財務情報について、適時・適切に主体的に開示を行い、透明性を確保します。

（４）取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率の
改善を図ります。

（５）当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、合理的な範囲で株主との建設的な対話を行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社では、女性の社外監査役が就任しており、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され社外取締役が委員長を務めるコーポレート
ガバナンス委員会において忌憚のない意見をいただいております。当該役員のコーポレートガバナンス委員会への出席を通じてジェンダー面にお
ける多様性を確保しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【補充原則１－２－２　招集通知の早期発送および発送前電子的公表】

当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保することができるように、株主総会開催日の３週間前に株主総会招集通知を発送してお
り、また、当社は招集通知を発送する３日前にTDnetおよび当社ホームページに電子的公表を行っております。

(http://www.chuosoko.co.jp/news/)

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

（１）当社は、倉庫業を核とする総合物流事業を展開し、その持続的な成長と中長期的な事業基盤拡充のため、政策保有株式として株式を保有す
る場合があります。当社は、すべての政策保有株式について、政策目的に対する定性的な評価や資本コストによる定量的な評価等にもとづいて
検証を行い、個別に保有の相当性について判断を行います。その結果、保有の合理性が乏しいと判断する場合は、株式市場の動向やその他の
事情を勘案して適切な時機に売却します。

２０１９年度は、前年度の検証において保有の合理性が十分でないと認められた銘柄を売却いたしました。また、２０２０年３月末保有の上場株式
について個別に検証を実施した結果、すべての銘柄について保有の合理性を確認いたしました。

さらに、本年度では、上記の評価等にもとづく検証を重視しつつ、コーポレートガバナンス委員会において、縮減可能な銘柄を選定し具体的な縮減
に向けた議論を進めてまいります。

（２）当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかどうか等を総合的に
判断し、政策保有株式の議決権を適切に行使しております。なお、２０１９年度の議決権行使について、投資先企業の中長期的な企業価値の毀損
等を起因として、対話を行った実績はありませんでした。

【原則１－７　関連当事者間の取引等】

当社が役員との間で法令に定める競業取引または利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認を得ることとし、当該取引を実施した場合には、
法令等の定めるところにより適宜適切に開示します。また、当社関係者による当社株式等の内部者取引を未然に防止するため、重要事実の管理
ならびに役職員等による当社株式等の売買等に関して遵守すべき事項を定め厳格な運用を行います。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、年金資産の運用状
況に対する定期的なモニタリング等の適切な運用環境を整備しております。なお、当社は、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している運
用機関に企業年金を委託しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）当社は、「誠実」「進歩」「挑戦」の企業理念にもとづき、コーポレート・スローガン「未来を預かる、未来を運ぶ」を制定するとともに、以下のとお
りグループ経営中長期ビジョンを策定しております。

■お客様の満足を得るソリューションを提案できる企業

■多様な物流サービスが提供できる総合物流会社

■収益力、健全な財務バランスと高度な品質に支えられた信頼感のある企業

■ESG（環境・社会・ガバナンス）に取組む企業

■未来志向で創造力ある人材が育つ風土を持つ企業



　この中長期ビジョン実現に向け、当社グループの持続的な成長と企業価値向上のため、２０２１年度に向かって「変化」していくという強い想いを
込めて、「CHANGE！to ２０２１」を策定いたしました。第６次中期経営計画「CHANGE！to ２０２１」では、スピード・生産性重視の視点を持ちながら

新しいことに「挑戦」する「意識のCHANGE」、高い専門性でお客様の要求に応える「知識のCHANGE」と、独自性を発揮しつつグループ力を結集し
て課題解決を目指す「組織のCHANGE」に取組むことで、ステークホルダーの皆様に「信頼」される企業として、企業価値向上に努めてまいります。
２０１９年から２０２１年の３カ年を対象期間とする第６次中期経営計画「CHANGE！to ２０２１」では、以下の戦略基本方針にもとづき具体的取組み

を推進しております。

◆変化するお客様の要求に高い水準で応えられる企業

◆将来を展望し、新分野に挑戦する企業

◆優れた業務品質と高い効率性を提供できる企業

◆ステークホルダーから信頼される企業

◆強固な財務基盤に支えられた信用力のある企業

を目指してまいります。

第６次中期経営計画「CHANGE！to ２０２１」につきましては、当社のホームページにて公表しておりますのでご参照ください。

　　(http://www.chuosoko.co.jp/ir/message/midplan.php)

（２）当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書の「Ｉ　コーポレートガバナンスに関する基本的な
考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報　１．基本的な考え方」に掲載しております。また、当社のホームページにて公表しております
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください。

　　(http://www.chuosoko.co.jp/company/governance.php)

（３）取締役の報酬は、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たしていくために、個々の取締役がその持てる能力を遺憾なく発揮
し、意欲的に職責を果たしていくことを可能とする内容のものとし、その報酬等の内容は、コーポレートガバナンス委員会において審議され、その
結果を尊重し代表取締役が取締役会に提議し、取締役会で決議した役員報酬の決定方針にもとづき、報酬の６５％に相当する月例報酬と３５％
に相当する業績連動報酬で構成されます。業績連動報酬に係る指標は、事業年度毎の業績および中期経営計画に対する達成度等としており、
当該指標を選択した理由は、当社の事業活動の結果を適切に反映できるものと考えたためであります。取締役の報酬等の額は、株主総会で決議
された額の範囲内において、取締役会で役員報酬の決定方針にもとづき決定します。監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主
総会で決議された額の範囲内で監査役会の協議において決定しております。また、役員持株会を設置し社外取締役を除く取締役は全員加入し、
在任期間中は退会せず、また保有株式を売却しないこととしております。

（４）代表取締役社長執行役員の選任を行うに当たっては、代表取締役選任基準により候補者を評価判定し、コーポレートガバナンス委員会にお
いて選任事由と選任プロセスを説明のうえ審議され、その結果を尊重し取締役会において審議され決定いたします。代表取締役の解任に当たっ
ては、取締役および監査役は代表取締役が代表取締役解任基準に抵触していると判断した場合、コーポレートガバナンス委員会の開催を要請で
き、コーポレートガバナンス委員会において審議され、その結果を尊重し取締役会において審議され決定いたします。

また、取締役候補者の選任を行うに当たっては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等を踏まえ、代表取締役が選任案を
コーポレートガバナンス委員会に提議し選任基準に基づき審議され、その結果を尊重し代表取締役が取締役会に提議し、審議され決定しておりま
す。加えて、監査役候補者の選任は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を１名以上とする選任案を代表取締役が監査役会の同意を
得て取締役会に提議し、取締役会において審議され決定しております。

（５）取締役候補者の個々の選任理由につきましては、「第１４０回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載しておりますので当社の
ホームページをご参照ください。

　　(http://www.chuosoko.co.jp/ir/)

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲】

取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、決議事項に該当しない範囲の事項の決定を経営陣へ委任しており、当該委任につ
いて、常務会規則、協議規則等により具体的な付議・報告基準を定めております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう、また、高度な経営の監督を図るべく、役割・責務を果たす資質を十分
に備えた独立社外取締役を２名以上かつ３分の１以上選任しております。また、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成されるコーポ
レートガバナンス委員会を設置し、その委員長には社外取締役が互選で就任し、定期的な会合を行い客観的な立場にもとづく情報交換・認識共
有を図り、当社コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準】

当社の独立社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「ＩＩ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポ
レート・ガバナンス体制の状況　１.機関構成・組織運営等に係る事項　【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に掲載しております。また、
当社のホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください。

　　(http://www.chuosoko.co.jp/company/governance.php)

【補充原則４－１１－１　取締役会の多様性等】

取締役候補者の選任は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等を踏まえ、事業・業務に係る豊富な経験にもとづく実践的
な視点を持ち、また社会・経済動向等に関する高い見識を有する者であるとともに、誠実性、倫理性、透明性、公正性等の資質を有していること、
さらに判断力、決断力、達成志向力、自己統制力等の能力に優れた者であることを選任基準としております。なお、社外役員候補者の選任につい
ては、上記に加えて実績のある会社経営者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者であることを選任基準としておりま
す。取締役候補者の選任は、代表取締役が選任案をコーポレートガバナンス委員会に提議し選任基準に基づき審議され、その結果を尊重し代表
取締役が取締役会に提議し、取締役会において審議され決定しております。取締役会は、その実効性を確保するため取締役会の構成として３分
の１以上の独立社外取締役を選任することとしております。

【補充原則４－１１－２　取締役・監査役の重要な兼職の状況】

取締役・監査役の重要な兼職については、当社「第１４０回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類、第１４０期事業報告および第１４０期
有価証券報告書で開示しております。また、これらの書類については当社のホームページにて公表しておりますので、ご参照ください。

　　(http://www.chuosoko.co.jp/ir/finance/)

【補充原則４－１１－３　取締役会等全体の実効性評価】

当社は、コーポレートガバナンス・ガイドラインにもとづき、２０１９年度に係る取締役会等全体（コーポレートガバナンス委員会を含む。以下、「取締
役会等」という。）の実効性評価について、自己評価を行いました。前年度の取締役会等全体の実効性評価の結果において改善が進んでいること
を確認しましたが、その中でも一部評価の低かった項目について、２０１９年度の取締役会等において運営等の改善を図るべく取組んでまいりまし
た。その結果、全体において前年度の取締役会等の実効性評価結果よりさらに高い評価を得られたものの、未だ一部項目について課題が残ると
する評価がありましたので、今後もそうした項目を中心に議論を進め、取締役会等の実効性の更なる向上に努めてまいります。



【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニング方針】

当社は、取締役・監査役のトレーニングについて、就任時および就任後に必要とされる知識・情報を社外役員・社内役員・役員共通の区分にもとづ
き適宜役員研修を実施します。また、外部研修等を活用する場合は当社の費用負担とします。

【補充原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう合理的な範囲で前向きに株主との対話を行います。対話を補助する社内各部
門との連携を行い、建設的な対話を実現するよう目配りを行う経営陣を指定します。また、個別面談以外にも投資家説明会を適宜実施する等ＩＲ
活動を積極的に行うとともに、対話により把握された株主意見等を経営陣幹部やコーポレートガバナンス委員会および取締役会に報告し、適切に
必要な対応を行います。上記方針の具体的な内容は、以下のとおりです。

（１）企画管理本部長を株主との対話全般についての統括責任者とします。

（２）対話を補佐する社内の連絡部署は、経営企画室、総務部が企画管理本部長を補佐し、総務部を株主の直接の窓口とします。

（３）個別面談以外の対話の手段として、決算説明会、株主懇談会、その他ホームページＩＲ情報欄にお問合せボタンの設置や株主アンケートを
実　施します。

（４）対話等を通して把握した株主からの意見については、適宜適切に経営陣幹部・コーポレートガバナンス委員会・取締役会に報告し、適切に必
要な対応を行います。

（５）株主との対話に際しては、ＩＲ基本方針や情報開示統制の基本方針を定め情報開示の適正性を確保するとともに、社内規則「内部者取引
管　　理規則」に則り、インサイダー情報の適正な管理を行います。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、２０１９年５月１０日に第６次中期経営計画「CHANGE！to ２０２１」を策定し、同計画において収益計画や資本政策の基本的方針を示すと

ともに、収益力や資本効率等に関する目標を提示しております。その内容につきましては、当社のホームページにて公表しておりますのでご参照く
ださい。

(http://www.chuosoko.co.jp/ir/message/midplan.php)

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 860,800 4.53

株式会社京都銀行 850,103 4.48

みずほ信託銀行株式会社 840,500 4.43

株式会社滋賀銀行 820,346 4.32

安田倉庫株式会社 800,000 4.21

日本生命保険相互会社 664,409 3.50

東京海上日動火災保険株式会社 551,313 2.90

戸田建設株式会社 545,103 2.87

京都中央信用金庫 515,000 2.71

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 514,800 2.71

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 6 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

綱島　勉 他の会社の出身者 △

西山　忠彦 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

綱島　勉 ○

綱島　勉氏は、過去（2010年３月まで）に
当社の取引先金融機関であるみずほ信
託銀行株式会社の常務執行役員でありま
した。

当社とみずほ信託銀行株式会社との間に
は取引先金融機関としての通常の取引以
外特段記載すべきものはありません。

経歴を通じて培った経営の専門家としての経
験・見識からの視点に基づく経営の監督と
チェック機能を期待したためであります。

＜独立役員指定理由＞

綱島　勉氏は、当社の取引先金融機関の出身
者でありますが、東京証券取引所が規定する
独立性基準及び当社の定める独立社外役員
の独立性判断基準に照らし、同行からの借入
比率は突出していないこと、また、当社は複数
の金融機関と取引を行っており借入依存度も
高くないため、一般株主との利益相反が生じる
おそれのない社外取締役であると判断し、独立
役員として指定しております。



西山　忠彦 ○

西山忠彦氏は、過去（2013年６月まで）に
当社の取引先金融機関である株式会社
京都銀行の執行役員でありました。

当社と株式会社京都銀行との間には取引
先金融機関としての通常の取引以外特段
記載すべきものはありません。

また、同氏は、過去（2019年６月まで）に当
社の営業上の取引先である京都クレジッ
トサービス株式会社の代表取締役社長で
ありました。直近事業年度における当社の
連結総売上高に対する同社との取引金額
の割合は0.1％未満と僅少であります。

さらに、同氏は、現在、当社の営業上の取
引先である株式会社京都総合経済研究
所の代表取締役社長であります。直近事
業年度における当社の連結総売上高に
対する同社との取引金額の割合は0.1％
未満と僅少であります。

経歴を通じて培った経営の専門家および監査・
監督の経験・見識からの視点に基づく経営の
監督とチェック機能を期待したためであります。

＜独立役員指定理由＞

西山忠彦氏は、当社の取引先金融機関の出身
者でありますが、東京証券取引所が規定する
独立性基準及び当社の定める独立社外役員
の独立性判断基準に照らし、同行からの借入
比率は突出していないこと、また、当社は複数
の金融機関と取引を行っており借入依存度も
高くないため、一般株主との利益相反が生じる
おそれのない社外取締役であると判断し、独立
役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

コーポレートガバナン
ス委員会

6 0 2 2 0 2
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

コーポレートガバナン
ス委員会

6 0 2 2 0 2
社外取
締役

補足説明

社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成されるコーポレートガバナンス委員会を設置し、その委員長には社外取締役が互選で就任し、
定期的な会合を行い客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図り、当社コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人の連携状況

監査役は、会計監査人より監査計画概要書に基づき説明を受け、重点監査項目等について意見交換を行っております。監査の結果については、

監査実施報告書に基づき報告を受けております。また、監査役は、会計監査人の事業所往査・主要な実証手続きについて立会いを行っておりま

す。

監査役と内部監査部門の連携状況

監査役は内部監査室の監査実施時に立会いを行っております。

また、会計監査人と監査役、内部監査部門および社外取締役との意見交換会を半年に一回開催しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

藤本　眞人 公認会計士 △

吉松　裕子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

藤本　眞人 ○

藤本眞人氏は、過去（2011年10月まで）に
当社の会計監査人である有限責任監査
法人トーマツの業務執行者（パートナー）
を務めておりました。現在は、同監査法人
を退所し、藤本眞人公認会計事務所を開
業しております。当社は、有限責任監査法
人トーマツに監査証明業務等の対価とし
て報酬を支払っております。

公認会計士の資格を有し監査法人での経験も
長く、企業の財務および会計に関する相当程
度の知見を有しておられることから、社外監査
役としての職務を適切に遂行いただけるものと
判断します。

＜独立役員指定理由＞

藤本眞人氏は、当社の会計監査人である監査
法人の出身者でありますが、東京証券取引所
が規定する独立性基準及び当社の定める独立
社外役員の独立性判断基準に照らし、当社が
同監査法人に支払っております監査証明業務
等の対価としての報酬は、同監査法人にとって
当社への経済依存度が生じるほど多額ではな
いこと、また、当社にとっても多額の支出ではな
いことから、一般株主との利益相反が生じるお
それのない社外監査役であると判断し、独立役
員として指定しております。

吉松　裕子 ○ ―――

弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統
治する十分な見識を有しておられることから、
社外監査役としての職務を適切に遂行いただ
けるものと判断します。

＜独立役員選定理由＞

吉松裕子氏は、コーポレートガバナンスの透明
性確保の観点より当社経営陣から独立した機
能と職責を担っており、東京証券取引所が規定
する独立性基準及び当社の定める独立社外役
員の独立性判断基準に照らし、一般株主との
利益相反が生じるおそれのない社外監査役で
あると判断し、独立役員として指定しておりま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は以下のとおり、独立社外役員の独立性判断基準を設けております。

当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれにも該当しないこと
としております。

（ア）当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

（イ）当社の主要な取引先またはその業務執行者

（ウ）当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法



　　　人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

（エ）当社の大株主またはその業務執行者

（オ）最近３年間において（ア）から（エ）のいずれかに該当していた者

（カ）次のａからｃまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

　　ａ　（ア）から（オ）までに掲げる者

　　ｂ　当社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員に指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）

　　ｃ　最近３年間において、ｂまたは当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含

　　　　む。）に該当していた者

（注）

（１）「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者をい
います。

（２）「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを当社に行った者をいいます。また、
主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の連結総資産残高の２％以上となる者をいいます。

（３）「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外に過去３年間の平均で年間１０
百万円以上の金銭または財産を当社から得ていることをいいます。

（４）「大株主」とは、総議決権の１０％以上を保有する株主をいいます。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

役員報酬の決定方針にもとづき、報酬の６５％に相当する月例報酬と３５％に相当する業績連動報酬で構成されます。業績連動報酬に係る指標
は、事業年度毎の業績および中期経営計画に対する達成度等としており、当該指標を選択した理由は、当社の事業活動の結果を適切に反映で
きるものと考えたためであります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

２０１９年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

取締役１０名　138,910千円（うち社外２名　6,000千円）

監査役４名　 　 19,800千円（うち社外２名　6,000千円）

２０１９年度末の取締役は９名（うち社外取締役は２名）、監査役は４名（うち社外監査役は２名）であります。上記の取締役の支給人員と相違して
おりますのは、２０１９年６月２７日開催の第１３９回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名が含まれているためであります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、２０１７年６月２９日開催の第１３７回定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額16,000万円
以内、監査役の報酬等の額を年額3,000万円以内と決議されております。

取締役の報酬は、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たしていくために、個々の取締役がその持てる能力を遺憾なく発揮し、
意欲的に職責を果たしていくことを可能とする内容のものとし、その報酬等の内容は、コーポレートガバナンス委員会において審議され、その結果
を尊重し代表取締役が取締役会に提議し、取締役会で決議した役員報酬の決定方針にもとづき、報酬の６５％に相当する月例報酬と３５％に相
当する業績連動報酬で構成されます。業績連動報酬に係る指標は、事業年度毎の業績および中期経営計画に対する達成度等としており、当該
指標を選択した理由は、当社の事業活動の結果を適切に反映できるものと考えたためであります。取締役の報酬等の額は、株主総会で決議され
た額の範囲内において、取締役会で役員報酬の決定方針にもとづき決定します。監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会
で決議された額の範囲内で監査役会の協議において決定しております。

なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含めないものとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】



取締役会の招集は、企画管理本部総務部の連絡専任担当者より通知しており、概要についての事前説明は必要に応じ、企画管理本部長

又は常勤監査役よりその都度行うこととしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役会設置会社であり、監査役４名（内２名は社外監査役）で構成する監査役会が取締役の職務執行状況等経営の監視および監査を
行っております。また、社外監査役は会計・法務等専門的知見を有しており、コーポレートガバナンス及び監査体制の強化・充実をはかっておりま
す。さらに、内部監査室との連携により、定期的に事業所の業務監査を実施し、内部管理体制の適正性を監視・検証しております。

経営上の意思決定機関である取締役会は取締役６名（内２名は社外取締役）で構成し、原則として毎月１回開催しております。

各社外役員においては夫々の高度専門的分野における見地から経営の意思決定の適正性の確保のため適切な助言を行っております。また、代
表取締役が指名する取締役および執行役員と常勤監査役で構成される常務会を原則週1回開催し、取締役会への付議事項およびその他重要事
項の審議を行っております。加えて、コンプライアンス等の内部統制推進強化を図るため内部統制委員会を設置し、四半期に１回開催し適正性確
保に努めております。

上記に加え、２０１５年６月１日に施行された株式会社東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、当社は２０１５年７月に社外取締
役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスを
実効的に適切に実践するような取組みを行っております。

また、当社は２０２０年４月１日より、経営の意思決定および監督機能と業務執行を明確に分離し、経営の機能性向上とガバナンス強化を図るた
め、執行役員制度を採用しております。

当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社

の間には、特別の利害関係はありません。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

（１）現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の各機関は連携してそれぞれの役割を果たしており、現在の体制が経営の公正・透明性の確保の観点より最適であると考えております。

（２）社外取締役の当社における役割や機能

当社は２０１５年７月に社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設
置し、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するような取組みを行っております。同委員会においては、当社コーポレートガバナンスに関
する基本的な考え方および基本方針、経営陣幹部の選解任および取締役の選任ならびに報酬を決定するに当たっての方針と手続等を始め、株
式会社東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに規定される各原則に係る基本的な方針等の審議およびそれらの運営状況の監
督の役割と機能を担っております。

また取締役会においては、各社外取締役が夫々の高度専門的分野における見地から経営の意思決定の適正性の確保のため適切な助言を行っ
ております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保することができるように、株主総
会開催日の３週間前に株主総会招集通知を発送しております。また、早期に情報を提供
するため、発送日前にTDnetおよび当社ホームページにおいて株主総会招集通知の電子
的公表を行っております。

その他
株主総会に出席した株主の当社事業に対する理解に資するよう、映像とナレーションを用
いた事業報告・計算書類の説明を行っております。他方、対処すべき課題につきまして
は、社長自ら出席株主に対して説明を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年に２回決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
URL　http://www.chuosoko.co.jp/ir/　

決算情報、決算情報以外の適時開示資料、経営方針、会社概要、

株式情報、有価証券報告書、四半期報告書等を掲載

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲ担当部署　企画管理本部総務部

ＩＲ担当役員　企画管理本部長

ＩＲ事務連絡責任者　総務部長

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、「誠実」「進歩」「挑戦」の企業理念にもとづき、コーポレート・スローガン「未来を預
かる、未来を運ぶ」を制定するとともにステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊
重、健全な事業活動の倫理規程として、企業行動規範を定めてその趣旨・精神を尊重する
企業文化・風土の育成と醸成に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る諸課題へ
の対応の一環として、環境に配慮したグリーン経営認証を取得しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主総会、ＩＲ活動やホームページ等を通じて情報の適時・適切な開示を行ってお
ります。また、ＩＲ基本方針や情報開示統制の基本方針を策定し、当社グループの情報管
理・開示プロセス等を定めております。

その他

当社は、役職員の多様性、個性を尊重するとともに、労働安全衛生を確保し、働きやすい
職場環境の提供に取組んでおります。

また、２０１５年６月２９日開催の第１３５回定時株主総会より、女性の社外監査役が就任し
ております（２０１９年６月２７日開催の第１３９回定時株主総会において、再任）。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、企業行動規範、コンプライアンス規程を取締役は
遵守し、使用人に徹底させる。

（２）コンプライアンスの徹底、リスク管理の強化及び内部統制システムの機能向上を図るため、内部統制委員会を設置する。

（３）公益通報取扱規程に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、使用人の規範意識を高め、適法かつ公正な事業運営を図る。

（４）財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要に応じて是
正を行う。

（５）反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み一切の関係を遮断し、またその活動を助長するような行為を行わない。

２．「取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制」

取締役の職務の執行及び意思決定にかかる情報については、文書管理規程に基づき、書面または電磁的記録をもって作成するとともに、保存、
破棄等の管理を行う。

３．「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」

リスク管理の基本方針に基づき、リスク管理の強化に努める。

４．「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」

（１）取締役会は、原則月１回開催するほか必要に応じて臨時開催し、重要な意思決定を行う。また常務会は、原則週１回開催し、取締役会への付
議事項及び常務会規則に基づく事項等の審議を行う。

（２）取締役の職務分担を明確化するとともに、担当部署毎に業績目標を定め、効率的に職務が行われる体制を確保する。

５．「当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」

（１）当社はグループ経営中長期ビジョンを策定し、それに基づく中期経営計画を策定・推進するとともに、リスク管理・コンプライアンスを含む内部
統制体制の構築に努め、また、当社役職員が子会社役職員を兼務する体制を構築し、子会社経営会議等を通じモニタリングを行う。

（２）子会社管理の責任担当者を定め、子会社経営管理規程等に基づき、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受け、事業の
統括的な管理を行う。

（３）子会社の経理及び人事業務に関与し、日常的に不正・誤謬の発生防止に努める。

（４）グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引については、必要に応じて内部統制委員会が審査する。

６．「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項」

必要に応じて補助すべき使用人を置くこととし、補助者として監査業務の補助を行うよう指揮命令できるものとする。

７．「前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」

上記の補助者の人事異動、人事評価、懲戒処分には、監査役会の同意を得るものとする。

８．「取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当社子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社
監査役に報告をする体制その他の当社監査役への報告に関する体制並びにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制」

（１）当社及びその子会社の取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、違法または不正な
行為を発見したとき、その他監査役会が取締役と協議のうえ報告すべきものと定めた事項が生じたときは、当社監査役に報告する。

（２）当社子会社の取締役、監査役、使用人から上記（１）に定める事項の報告を受けた者は、直ちに当社監査役に報告する。

（３）当社及びその子会社は、上記（１）又は（２）に定める報告をした者に対し、その報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止す
る。

９．「監査役の職務の遂行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項」

監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の遂
行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

10．「その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制」

（１）取締役及び使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。

（２）監査役と、代表取締役並びに会計監査人との意見交換会を開催し、また、内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査
業務の遂行を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社はコンプライアンスを経営の重要課題と位置付け、その一層の徹底に取組むため、「企業行動規範」及び「コンプライアンスガイドライン」を制

定しております。その中で反社会的勢力排除に向けた取組みについては、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、

毅然とした態度で立ち向かい、またその活動を助長するような行為は一切行いません。」と定めております。

また、反社会的勢力との絶縁を実践するため「反社会的勢力への個別具体的対応の手引」を制定し、具体的な対応方法について定め、周知して

おります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（本基本方針）の概要

(１)基本方針の内容の概要

当社は、上場会社である当社の株式は、株主または投資家の皆様に自由に取引されるものであり、特定の者による当社の株式の大量買付等に
応じるか否かは、当社株主の皆様に十分な情報が提供された上で、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えてお
り、これが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に中長期的に資するものである限りにおいて、これを否定するものではありません。しかし
ながら、株式の大量買付等の中には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあるもの等の不適切な買付等があること
を、否定することができません。

当社は、このような特定の者による当社株式の大量買付等に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずる等、会社の企業価値が毀損さ
れ、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当
該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、最終的には会社の利益の帰属主体である株主の皆様自身の判断において対抗措
置を行うことができるほか、当該特定の者が必要な情報や時間を提供しない場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を顧みずに当該
特定の者自身の利益のみを図る場合等、取締役会の判断により相当な対抗措置を講ずることが許容される場合があると考えております。

当社は、当社株式の大量買付等を行う者に対して、遵守すべき一定の手続があること、また、法令および当社定款等の許容する限度において、
相当な対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告すること等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあ
る買付等を防止することとします。

(２)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

ア．企業価値向上への取組み

当社は、『誠実』『進歩』『挑戦』の企業理念に基づき、コーポレート・スローガン「未来を預かる、未来を運ぶ」を制定するとともに、以下のとおりグ
ループ経営中長期ビジョンを策定しております。

■お客様の満足を得るソリューションを提案できる企業

■多様な物流サービスが提供できる総合物流会社

■収益力、健全な財務バランスと高度な品質に支えられた信頼感のある企業

■ESG(環境・社会・ガバナンス）に取組む企業

■未来志向で創造力ある人材が育つ風土を持つ企業

この中長期ビジョン実現に向け、第６次中期経営計画「CHANGE！to ２０２１」を以下のとおり策定いたしました。第６次中期経営計画「CHANGE！

to ２０２１」では、スピード・生産性重視の視点を持ちながら新しいことに「挑戦」する「意識のCHANGE」、高い専門性でお客様の要求に応える「知

識のCHANGE」と、独自性を発揮しつつグループ力を結集して課題解決を目指す「組織のCHANGE」に取組むことで、ステークホルダーの皆様に
「信頼」される企業として、企業価値向上に努めてまいります。

（戦略基本方針）

◆変化するお客様の要求に高い水準で応えられる企業

◆将来を展望し、新分野に挑戦する企業

◆優れた業務品質と高い効率性を提供できる企業

◆ステークホルダーから信頼される企業

◆強固な財務基盤に支えられた信用力のある企業

（具体的取組み）

●変化するマーケットへの対応

●新分野への挑戦

●高い生産性に向けた改革

●業務品質向上への取組み

●人材の確保と育成への取組み

●コンプライアンスの徹底とガバナンスの強化

●財務戦略の高度化

●働き易い職場環境づくり

イ．コーポレートガバナンスへの取組み

当社は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みとしてのコーポレートガバナンスの強化に取組み、継続的な企業の成長と中長
期的な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナンス・ガイドラインを策定しております
(http://www.chuosoko.co.jp/company/governance.php)。その取組みとして、株主総会招集通知の発送を開催日の３週間前に発送することやイン
ターネット上において株主総会招集通知の発送前開示を実施する等株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行う等株主の権利・平等
性の確保に努めております。また、「誠実」「進歩」「挑戦」の企業理念を定め、それらに相応しい企業作りに取組むとともに持続可能性を巡る課題
に対応するため、環境に配慮したグリーン経営（交通エコロジー・モビリティ財団認証取得）を行う等株主以外のステークホルダーとの適切な協働
に努めております。加えて、中期経営計画等の情報開示等法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取組み、適切な情報開示と透明性の
確保に努めております。更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、取締役会の構成として３分の１以上
の独立社外取締役を選任する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践
するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会
を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。また、２０２０年４月１日より、経営の意思決定および監督機能と業務執
行を明確に分離し、経営の機能性向上とガバナンス強化を図るため、執行役員制度を採用しております。加えて株主懇談会やアナリスト向けミー
ティングの開催等株主との建設的な対話にも努めております。

(３)本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（本プラン）の概要



当社は２０１８年６月２８日開催の第１３８回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の
決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を
決議しました。本プランの概要は以下のとおりです。

ア．本プランの対象となる買付等

当社取締役会の同意を得ないで行われる買付等のうち、(a)当社が発行者である株券等（以下「当社株券等」といいます。）について、保有者およ
びその共同保有者等の株券等保有割合が２０％以上となる買付等、ならびに(b)当社株券等について、公開買付を行う者の株券等の株券等所有
割合およびその特別関係者等の株券等所有割合の合計が２０％以上となる公開買付を対象とします（以下、本プランの対象となる上記行為を「買
付等」といいます。）。

イ．本プランの手続概要

買付等を行う者または提案する者（以下「買付者等」といいます。）は、(a)当社取締役会および独立委員会に対し、当該買付等に関する必要かつ
十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内に提供し、(b)原則として６０日間（対価を現金（円貨）のみとする当社株券等
全部の公開買付の場合）または９０日間（その他の買付等の場合）の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招集等の
勧告のための期間（以下「独立委員会検討期間」といいます。）が経過し、かつ(c)当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動の是非につい
て決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許されないものとします。

また、本プランを適正に運用し、当社取締役会の恣意的判断を防止するため独立委員会を設置するとともに、株主の皆様の意思を確認するため、
必要に応じて株主総会の招集を行うこととします。独立委員会は当社経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識
者（実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、および学識経験者等）の中から当社の取締役会が選任した３名以上の委員で構成
されます。

ウ．独立委員会の勧告

独立委員会は、当該買付者等が本プランに定める手続を遵守していないと認めた場合、下記(a)ないし(e)に相当する買付等（以下「不適切な買付
等」といいます。）であると認めた場合、または下記(f)ないし(g)に相当する等、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する
おそれがあると認めた場合には、「対抗措置を発動することを勧告する」旨（以下「発動勧告」といいます。）、またそのおそれがないと認めた場合
には、「対抗措置を発動しないことを勧告する」旨の勧告（以下「不発動勧告」といいます。）を行うこととします。また、独立委員会は、発動勧告また
は不発動勧告のいずれも行わず、株主総会の招集等が相当と認める旨の勧告を行うことができます。さらに、独立委員会は、当社取締役会が対
抗措置の発動または不発動を決定した後であっても、当該決定の前提となる事実関係に変動が生じた場合等においては、改めて不発動勧告また
は発動勧告を行うことができます。当社取締役会は、上記勧告を最大限尊重するものとします。

(a)株価を高騰させて高値で当社およびその関係者に引取らせることを目的とする行為

(b)当社が事業を行うために必要な資産（有形資産のほか、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報および主要取引先ならびに顧客等の無形資産
を含みます。）を当該買付者等またはその関係者に取得させることを目的とする行為

(c)当社の資産（その定義は上記(b)に定めるところによります。）を当該買付者等またはその関係者等の債務の担保として供することまたはその弁
済原資として用いることを目的とする行為

(d)当面当社の積極的な事業の用に供されていない不動産および有価証券等の高額資産を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当を行
わせることまたは一時的な高配当によって株価を急上昇させて当社株式の高値売り抜けを目的とする行為

(e)強圧的二段階買付（最初の買付で当社株券等全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、または二段階目の買付
条件を明確にしないで公開買付等による株券等の大量買付等を行うことをいいます。）その他当社株券等の保有者にその売却を事実上強要する
おそれのある行為

(f)買付等の条件（買付対価の種類・金額、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性、買付等の後における当社従業員、
労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者（以下「当社利害関係者」といいます。）の処遇等の方針等を含みます。）が、
当社の本源的価値に鑑み、不十分または不適当な買付等である場合

(g)買付者等による買付等の後の経営方針、事業計画、投下資本の回収方針等の内容が不十分または不適当であること等のため、当社と当社利
害関係者との間の信頼関係・取引関係等を毀損する、または当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する重大なおそれのある買付等で
ある場合

エ．取締役会による決議

(a)手続を遵守しない買付者等に対する対抗措置の発動の決議

当社取締役会は、独立委員会が当該買付者等は本プランの定める手続を遵守していないと認めて発動勧告をしたときは、独立委員会の発動勧
告を最大限尊重して、対抗措置の発動を決議することができます。

(b)不適切な買付等に対する対抗措置の発動の決議

当社取締役会は、独立委員会が当該買付等は上記ウ．(a)ないし(e)に相当する不適切な買付等に該当すると認めて発動勧告をしたときは、独立
委員会の発動勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動を決議することができます。

(c)企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある買付等に対する対抗措置の発動の決議

当社取締役会は、独立委員会が上記ウ．(f)ないし(g)に相当する等、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれが
あると認めて発動勧告をしたときは、株主総会を招集し、当該株主総会における対抗措置を発動する旨の決議を経て、当該買付等に対し対抗措
置の発動を決議することができるものとします。また、当社取締役会は、独立委員会が株主総会の招集を勧告したときは、独立委員会の勧告を最
大限尊重して、株主総会を招集し、当該株主総会における対抗措置を発動する旨の決議を経て、当該買付等に対し対抗措置の発動を決議するこ
とができるものとします。

(d)対抗措置の不発動の決議

当社取締役会は、必要があると認めたときは、買付者等に対し対抗措置を発動しないことを決議することができます。当社取締役会は、独立委員
会が不発動勧告をしたときは、当該勧告を最大限尊重します。なお、当社取締役会は、対抗措置の不発動を決定した後であっても、当該決定の前
提となった事実関係に変動が生じ、買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあると判断される場合等には、改め
て独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重して、対抗措置を発動することを決定することがあります。

(e)取締役会による決議を行うまでの期間

当社取締役会は、独立委員会が発動勧告をしたとき、不発動勧告をしたときまたは株主総会の招集等が相当と認める勧告をしたときのいずれの
場合においても、独立委員会からの勧告を書面で受領した日の翌日から起算して１０営業日以内に、対抗措置を発動する旨、対抗措置を発動し
ない旨、または株主総会を招集する旨を決議しなければならないものとします。

オ．株主総会

当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動を勧告したときは、当該対抗措置の発動に株主総会決議が不要な場合であっても、当該買付等
に対し対抗措置を発動するか否かについて、当社株主の皆様の意思の確認を行うために株主総会を招集することができるものとします。また、当
社取締役会は、独立委員会が株主総会の招集を勧告した場合等においても、株主総会を招集することができるものとします。

カ．対抗措置の手段

当社は独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上を図るため、買付等に対する対抗措置とし
て、新株予約権の無償割当等必要な措置の中からその時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択し、当社取締役会または株主総会
で決議するものとします。

キ．対抗措置発動後の中止、停止または変更

当社取締役会は、本プランに従い対抗措置を発動することを決定した後であっても、(a)買付者等が当該買付等を中止した場合や、(b)対抗措置を



発動する旨の決定の前提となった事実関係に変動が生じ、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがないと判
断される場合には、改めて独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動の中止、停止または変更を決定することがありま
す。対抗措置として、新株予約権無償割当をする場合において、権利の割当を受けるべき株主が確定した後に、上記事情が生じ、当社取締役会
が対抗措置の発動の中止または停止を決定した場合には、新株予約権の効力発生日の前日までの間は新株予約権の無償割当を中止または停
止し、新株予約権の無償割当後、行使期間の開始日の前日までの間は当社が無償で新株予約権を取得すること等ができるものとします。

ク．本プランの発効、有効期間、廃止および変更

本プランは、上記第１３８回定時株主総会において決議されたことをもって発効しており、その有効期間は、上記第１３８回定時株主総会終結後３
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなっております。ただし、本プランの有効期間中であって
も、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしま
す。また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、証券取引所規則等の新設もしくは改廃が行われ、または
重要な司法判断が示され、当該新設、改廃または判断を反映するのが適切である場合、形式的な修正を行うのが適切である場合、株主総会決議
の趣旨の範囲内で独立委員会の承認を得たうえで、本プランを修正・変更する場合があります。

　なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページ （http://www.chuosoko.co.jp/）に掲載する２０１８年５月１０日付け「当社株式の大量取

得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご覧ください。

(４)特別な取組みおよび本プランが本基本方針に沿うものであること

当社取締役会は、上記特別な取組みである企業価値向上への取組み、コーポレートガバナンスへの取組みを推進することは、当社の企業価値・
株主共同の利益を向上させ、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為が行われることを未然に防止しようとするものであり、本基本
方針に沿うものであると判断しております。また、本プランにつきましても、当社株式の大量買付等を行う者に対して、遵守すべき一定の手続があ
ること、また、法令および当社定款等の許容する限度において相当な対抗措置を実施することがあり得ることを具体的に明記しており、本基本方
針の考え方に沿って設計されたものであると判断しております。

(５)特別な取組みおよび本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと

当社取締役会は、上記特別な取組みは当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではない
と判断しております。また、本プランも(a)買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること(b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもっ
て導入されていること(c)株主意思を重視するものであることから、当社株主の共同の利益を損なうものではないと判断しております。

(６)特別な取組みおよび本プランが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社取締役会は、上記特別な取組みは当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とする
ものではないと判断しております。また、本プランは(a)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示を適時適正に行うこと(b)合理的客観的な発
動要件を設定していること(c)第三者専門家の意見を取得すること(d)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないことから、当社の会
社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

会社情報の適時開示に係る社内体制の状況

（１）情報取扱責任者及び担当部署

当社は、適時開示の情報取扱責任者は企画管理本部長があたり、担当部署は企画管理本部総務部としております。

（２）内部情報取扱体制

当社は、内部者取引管理規則を制定し、重要情報の管理及び内部者取引の未然防止を図っております。

（３）会社情報の適時開示体制

（a）決定事実に関する情報

当社は、常務会の審議を経て、取締役会において重要な意思決定を行っております。

（b）発生事実に関する情報

当社は、内部者取引管理規則に基づき、重要情報の管理を行っております。

（c）決算に関する情報

当社は、企画管理本部総務部において決算に関する情報を収集作成し、常務会の審議を経て、取締役会で承認決定を行っております。

上記について、情報取扱責任者は重要情報の判定をし、社長の承認を得て速やかに会社情報の開示を行っております。






